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事務事業番号　30741

事務事業名 高齢者鍼灸マッサージ事業

事業開始年度 平成3年度～ 担当部署 福祉部高齢社会室

根拠法令 枚方市高齢者はり等の施術事業実施要綱

実施方法
■直営 □委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目　　　的
（何のために）

鍼灸マッサージ等の施術所と協力し、医療保険等の対象とならないはり等の施術費用の一部を市が負担す
ることにより高齢者の健康保持を図る。

対　　　象
（誰・何を対象に）

65歳以上の市民

事業内容

事業のうち、施術の実施については、協力各施術所がおこない、制度内容の周知については市がおこな
う。
実施方法等事務を円滑にすすめるために、実施施術所と適宜連携を図る。
（事業内容）
3,900円以上のはり等の施術について、その費用にうち市が1,300円、施術所が1,300円負担し、残額を利用
者負担とする。1年度につき1人4回まで利用可能。

類似事業 なし

事業の必要性 高齢者の健康を保持し、もって高齢者福祉の増進に寄与するために必要である。

コ　　ス　　ト

H22年度決算 H23年度決算 H24年度当初予算

従事職員数 概算人件費 従事職員数 概算人件費 従事職員数 概算人件費

0.17

0.00

0.05

人件費計(A) 1,459 1,464 1,449

直接経費(B) 4,253 4,184 5,474

総事業費(A+B) 5,712 5,648 6,923

財源内訳

H22年度決算 H23年度決算 H24年度当初予算

国庫支出金 0 0 0

府支出金 0 0 0

受益者負担
(使用料等)

0 0 0

その他 0 0 0

一般財源 5,712 5,648 6,923

平成23年度
事業費の主な内訳
(人件費除く)

内　　　　　容 金　　　額

高齢者鍼灸マッサージ事業経費（負担金4,167、委託料17）負担金…枚方市鍼
灸マッサージ師協会

4,184
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単位

① か所

② 人

③ 回

① 円

②

③

福祉部高齢社会室

35 34 41

利用者数

事務事業番号　30741

事務事業名 高齢者鍼灸マッサージ事業

事業開始年度 平成3年度～ 担当部署

3,205 3,500

5,859 6,923

活動実績

活動指標もしくは成果指標 H22年度 H23年度 H24年度(見込み)

施術所数

996 964 1,000

利用回数 3,255

成果目標
（目標とする成果）

多くの高齢者が、はり等の施術を利用し、健康の保持を図る。

比較参考値
（他自治体での
事業の例など）

○他市類似事業…
【茨木市】70歳以上の高齢者が対象。申請により施術費助成証明書を発行。
　　　　　　年度につき1人4回で1回1000円を助成。
【八尾市】《老人健康マッサージ事業》　…60歳以上が対象。利用券を交付（回数制限なし）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人負担1100円（市負担1100円）。
　　　　　　《はり・灸老人福祉施術事業》…65歳以上が対象。利用券を交付（1人2枚まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人負担1200円（市負担1200円）。
【摂津市】65歳以上が対象。年間15回の助成券を給付。金額1回3000円（市、施術所、本人が各1/3ずつ負
担）

単位当たりコスト
（総事業費/活動指

標）

総事業費／利用者数 5,735

二次点検における
事業の今後の方向
性及び具体的な今
後の取り組み方策

現状のまま継続

平成24年度には施術所数が増加しており、より広い地域でのサービスの提供
が可能となった。今後においても、できる限り多くの高齢者の健康保持及び健
康づくりへの意識付けにつながるよう、一層の事業周知に努めるとともに事業内
容について研究を行う。

特記事項

（これまでの主な変更）
・平成  6年度…敬老金代替施策の一環として、1人2回から1人4回に拡充
・平成21年度…健康保持のための継続的な取り組みとするため、実施期間を3ヶ月（9～11月）から
　　　　　　　　　　通年に変更。

一次点検における
事業の今後の方向
性及び具体的な今
後の取り組み方策

現状のまま継続
引き続き、１年を通して健康保持に関心を持っていただくために、現状で実施
する。

一次評価結果 ・事業の廃止も含め、費用対効果の検証の必要性があるのでは


